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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フスコポリア属に属するきのこの抽出物、リナム属又はシナピス属に属する植物の抽出物
から選択される１種又は２種以上からなるコラゲナーゼ阻害剤。
【請求項２】
フスコポリア属に属するきのこが白樺茸、リナム属植物が亜麻、シナピス属に属する植物
が白介であることを特徴とする請求項１記載のコラゲナーゼ阻害剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、植物抽出物類を配合した化粧料に関し、さらに詳しくは、コラゲナーゼ阻害作
用を有し、皮膚のハリや弾力を保持し、若々しい肌の状態を維持することのできる抗老化
化粧料に関する。本発明の化粧料は、基礎化粧品をはじめ、メーキャップ化粧品、などに
好適に使用しうるものである。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
従来、抗老化化粧料の必要性が考慮されてきていたが、老化に関するメカニズム、定義な
どが明らかではなかったため、一般的には、肌の潤いとして保湿状態の計測や肌の弾力の
計測を行って判定してきた。ところが近年、老化に関する研究が進められ、皮膚老化の原
因としては、第一には加齢が重要な因子であり、さらに紫外線による影響が皮膚老化に関
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わる直接的な因子として挙げられる。皮膚老化の具体的な現象としては、皮膚真皮におけ
るコラーゲンやエラスチンの減少、ヒアルロン酸をはじめとするムコ多糖類の減少、紫外
線による細胞の損傷などが知られている。
【０００３】
コラーゲンについてはコラゲナーゼ、即ちＭＭＰ－１（マトリックスメタロプロテアーゼ
）が皮膚の真皮マトリックスの主な構成成分であるタイプI，IIIコラーゲンを分解する酵
素として知られている。その発現は紫外線の照射により大きく増加し、紫外線によるコラ
ーゲンの減少、変性の原因の一つとなり、皮膚のシワ形成等の大きな要因の一つであると
考えられる。コラゲナーゼ活性を阻害することはコラーゲンを保護し、線維を形成するマ
トリックスを保護することとなり、皮膚の老化を防ぐうえで重要である。ところが、従来
の抗老化化粧料には線維芽細胞を活性化し、コラーゲンの産生量を増加させる機序を持っ
たものは多く認められるが、コラゲナーゼ活性の阻害に着目したものは存在していない。
【０００４】
したがって本発明はコラゲナーゼの活性を抑えて皮膚の線維成分を保護し、皮膚のハリ、
弾力を回復・維持することで皮膚の老化を防止し、若々しい肌の状態を維持する効果を奏
する抗老化剤を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記課題の解決に向けて鋭意検討を行った結果、アガリクス（Agaricus）
属、サンゴハリタケ（Hericium）属、フスコポリア（Fuscoporia）属、グリフォラ（Grif
ola）属に属するきのこ類から抽出された抽出物、リナム（Linum）属、シナピス（Sinapi
s）属、ローズマリー（Rosmarinus）属、バンジロウ（Psidium）属、グナファリウム（Gn
aphalium）属、セントーレ（Centaurea）属、ヒソップ（Hyssopus）属、レオントポジウ
ム（Leontopodium）属、アンスリスカス（Anthriscus）属、ロールス（Laurus）属、ニン
ファエア（Nymphaea）属、シリンガ（Syringa）属、カレンデュラ（Calendula）属、プリ
ムラ（Primula）属、トルネラ（Turnera）属、スカビー（Scurvy）属、トリフォリウム（
Trifolium）属、コンバラリア（Convallaria）属、コンソリダ（Consolida）属、ガーデ
ニア（Gardenia）属、シトラス（Citrus）属に属する植物の抽出物にコラゲナーゼ活性を
抑制する効果を有することを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００６】
本発明に用いることの出来るきのこ類、植物は特に限定されないが、アガリクス（Agaric
us）属に属するきのこにはアガリクス（Agaricus blazei murill）、ハラタケ（Agaricus
 campetris L.:Fr.）等が挙げられる。
【０００７】
サンゴハリタケ（Hericium）属に属するきのこにはサンゴハリタケ（Hericium ramosum (
Merat)Banker）、ヤマブシタケ（Hericium
erinaceum(Bull.:Fr.)Pers.）等が挙げられる。
【０００８】
フスコポリア（Fuscoporia）属に属するきのこには白樺茸（Fuscoporia obliqua）等が挙
げられる。
【０００９】
グリフォラ（Grifola）属に属するきのこにはマイタケ（Grifola frondosa (Fr) Gray）
等が挙げられる。
【００１０】
リナム（Linum）属植物には亜麻（Linum usitatissimum L.）等が挙げられる。
【００１１】
シナピス（Sinapis）属植物には白介（Sinapis alba L.）等が挙げられる。
【００１２】
ローズマリー（Rosmarinus）属に属する植物にはローズマリー（Rosmarinus officinalis
 L.）等が挙げられる。
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【００１３】
バンジロウ（Psidium）属に属する植物にはグアバ（Psidium guajava L.）等が挙げられ
る。
【００１４】
グナファリウム（Gnaphalium）属に属する植物にはエバーラスティング（Gnaphalium uli
ginosum L.）等が挙げられる。
【００１５】
セントーレ（Centaurea）属に属する植物にはコーンフラワー（Centaurea cyanus L.）等
が挙げられる。
【００１６】
ヒソップ（Hyssopus）属に属する植物にはヒソップ（Hyssopus officinalis L.）等が挙
げられる。
【００１７】
レオントポジウム（Leontopodium）属に属する植物にはエーデルワイス（Leontopodium a
lpinum ）等が挙げられる。
【００１８】
アンスリスカス（Anthriscus）属に属する植物にはチャービル（Anthriscus cerefolium 
(L.)HOFFM.）等が挙げられる。
【００１９】
ロールス（Laurus）属に属する植物にはローレル（Laurus nobilis L.）等が挙げられる
。
【００２０】
ニンファエア（Nymphaea）属に属する植物にはホワイトウォーターリリー（Nymphaea alb
a L.）等が挙げられる。
【００２１】
シリンガ（Syringa）属に属する植物にはライラック（Syringa vulgaris）等が挙げられ
る。
【００２２】
カレンデュラ（Calendula）属に属する植物にはポットマリーゴールド（Calendula offic
inalis）等が挙げられる。
【００２３】
プリムラ（Primula）属に属する植物にはプライムローズ（Primula vulgaris HUDS.）、
サクラソウ（Primula sieboldi E.Morren）、ユキワリソウ（Primula modesta Bisset et
 S. Moore
var. modesta）等が挙げられる。
【００２４】
トルネラ（Turnera）属に属する植物にはダミアナ（Turnera diffusa WILLD.var
aphrodisiaca(WARD.)URB.）等が挙げられる。
【００２５】
スカビー（Scurvy）属に属する植物にはスカビーグラス(Scurvy grass)等が挙げられる。
【００２６】
トリフォリウム（Trifolium）属に属する植物にはレッドクローバー（Trifolium pratens
e L.）等が挙げられる。
【００２７】
コンバラリア（Convallaria）属に属する植物にはリリーオブザバリー（Convallaria maj
alis L.）等が挙げられる。
【００２８】
コンソロダ（Consolida）属に属する植物にはヒエンソウ（Consolida ambigua）等が挙げ
られる。
【００２９】
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ガーデニア（Gardenia）属に属する植物にはクチナシ（Gardenia jasminoides Ellis f.
grandiflora Makino）等が挙げられる。
【００３０】
シトラス（Citrus）属に属する植物にはレモン（Citrus limon BURM.）等が挙げられる。
【００３１】
本発明で用いることの出来るきのこ類、植物類の使用部位は特に限定されない。きのこ類
であれば、子実体、胞子、或いは培養菌糸を生のまま或いは乾燥したものを用いて抽出す
ることが出来る。就中、入手のしやすさから子実体が好適である。植物類は、葉、枝、茎
、花、果実、根、種子等或いは全草を生のまま或いは乾燥したものを用いて抽出すること
が出来るが、就中、リナム（Linum）属、シナピス（Sinapis）属は、種子が好適である。
【００３２】
これらの抽出物の調製は特に限定されないが、例えば種々の適当な有機溶媒を用いて、低
温下から加温下で抽出される。抽出溶媒としては、例えば、水；メチルアルコール、エチ
ルアルコール等の低級１価アルコール；グリセリン、プロピレングリコール、１，３－ブ
チレングリコール等の液状多価アルコール；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン；
酢酸エチルなどのアルキルエステル；ベンゼン、ヘキサン等の炭化水素；ジエチルエーテ
ル等のエーテル類；ジクロルメタン、クロロホルム等のハロゲン化アルカン等の１種また
は２種以上を用いることが出来る。就中、水、エチルアルコール、１，３－ブチレングリ
コールの１種または２種以上の混合溶媒が特に好適である。
【００３３】
本発明に用いることの出来る抽出物の抽出方法は特に限定されないが、例えば乾燥したも
のであれば重量比で１～１０００倍量、特に１０～１００倍量の溶媒を用い、常温抽出の
場合には、０℃以上、特に２０℃～４０℃で１時間以上、特に３～７日間行うのが好まし
い。また、６０～１００℃で１時間、加熱抽出しても良い。
【００３４】
以上のような条件で得られる上記各抽出物は、抽出された溶液のまま用いても良いが、さ
らに必要により、濾過等の処理をして、濃縮、粉末化したものを適宜使い分けて用いるこ
とが出来る。
【００３５】
本発明の化粧料における抽出物の配合量は、蒸発乾燥分に換算して０．００００１～２０
．０重量％が好ましく、特に０．０１～１０．０重量％の範囲が最適である。
【００３６】
本発明の化粧料は上記必須成分のほか、水性成分、油性成分、植物抽出物、動物抽出物、
粉末、界面活性剤、油剤、アルコール、ｐＨ調整剤、防腐剤、酸化防止剤、増粘剤、色素
、香料等を必要に応じて混合して適宜配合することにより調製される。本発明の化粧料の
剤型は特に限定されず、化粧水、乳液、クリーム、パック、パウダー、スプレー、軟膏、
分散液、洗浄料等種々の剤型とすることができる。
【００３７】
【実施例】
以下、本発明による各種抽出物のコラゲナーゼ抑制効果にかかわる試験実施例を示すと共
にその素材を用いた化粧料への応用処方例等について述べるが、ここに記載された実施例
に限定されないのは言うまでもない。
【００３８】
（１）溶液及び培養液の調製
試料溶液としては、きのこ類のアガリクス、ハラタケ、サンゴハリタケ、ヤマブシタケ、
白樺茸、マイタケは子実体を、さらに、亜麻、白介は種子を、ローズマリー、グアバ、エ
バーラスティング、コーンフラワー、ヒソップ、エーデルワイス、チャービル、ローレル
、ホワイトウォーターリリー、ライラック、ポットマリーゴールド、プライムローズ、ダ
ミアナ、スカビーグラス、レッドクローバー、リリーオブザバリー、ヒエンソウ、クチナ
シ、レモンは全草を乾燥したものを粉末にし、５０％エタノール水溶液で３７℃にて一週
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（ＤＭＳＯ）を５００μｌ、ＰＢＳ（－）９．５ｍｌを加えて溶解し、試料溶液とした。
さらに、アガリクス、ハラタケ、サンゴハリタケ、ヤマブシタケ、白樺茸、マイタケにつ
いては、乾燥した子実体粉末を沸騰水浴中で30分間抽出した。抽出物を乾燥し、これら乾
燥エキス100ｍｇにＰＢＳ(-)10mlを加えて溶解し、試料溶液とした。
【００３９】
１．細胞の培養
&nbsp;細胞は人胎児皮膚ケラチノサイト(Clonetic社)を用い、培地はGIBCO社のケラチノ
サイトSFM合成培地にて培養した。直径8cmのシャーレ（50cm2）に人皮膚ケラチノサイト
細胞をコンフルーエントになるまで培養した。コンフルーエントになった細胞に各種抽出
液を添加し、24時間培養した。培養後、培養液を捨てUV-B　20 mJ/cm2照射した。その後
、増殖因子添加物無添加のケラチノサイトSFM培地10mlで4時間培養し、その培養液を回収
した。次に牛胎児血清15%を加えたHam’s F-12培地で正常人皮膚線維芽細胞を12wellシャ
ーレに培養する。線維芽細胞がコンフルーエントになった時に培地を捨て回収した増殖因
子添加物無添加のケラチノサイトSFM培地で48時間培養し、培養液のMMP-1活性を測定した
。
２．MMP-1活性の測定
MMP-1活性の測定は、12wellシャーレ(培地1ml)で48時間培養した線維芽細胞の培養液400
μlを取り、4M-NaCl、40μlを添加し (株)ヤガイI型コラゲナーゼ活性測定キットにて活
性型MMP-1の測定を行った。
【００４０】
【表１】および【表２】に各種試料のMMP-1活性測定の結果を示す。
【表１】および【表２】に示したようにアガリクス、ハラタケ、サンゴハリタケ、ヤマブ
シタケ、白樺茸、マイタケさらに、亜麻、白介の種子、ローズマリー、グアバ、エバーラ
スティング、コーンフラワー、ヒソップ、エーデルワイス、チャービル、ローレル、ホワ
イトウォーターリリー、ライラック、ポットマリーゴールド、プライムローズ、サクラソ
ウ、ユキワリソウ、ダミアナ、スカビーグラス、レッドクローバー、リリーオブザバリー
、ヒエンソウ、クチナシ、レモンの全草の抽出物はいずれも高いMMP-1活性抑制効果を示
した。
【００４１】
【表１】

【００４２】
【表２】
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【００４３】
次に本発明の各種成分を配合した化粧料の処方例の例を示すが本発明はこれに限定される
ものでない。
化粧料の処方例
【００４４】
（１）化粧用クリーム（重量％）
a)ミツロウ…2.0
b)ステアリルアルコール…5.0
c)ステアリン酸…8.0
d)スクワラン…10.0
e)自己乳化型グリセリルモノステアレート…3.0
f)ポリオキシエチレンセチルエーテル(20E.O.)…1.0
g)リリーオブザバリー（花）水溶液抽出物…3.0
h)1,3-ブチレングリコール…5.0
i)水酸化カリウム…0.3
j)防腐剤・酸化防止剤…適量
k)精製水…残部
製法a)～f)までを加熱溶解し、80℃に保つ。g)～k)までを加熱溶解し、
80℃に保ち、a)～f)に加えて乳化し、40℃まで撹拌しながら冷却する。
【００４５】
（１）化粧用クリーム（重量％）
a)ミツロウ …2.0
b)ステアリルアルコール…5.0
c)ステアリン酸…8.0
d)スクワラン…10.0
e)自己乳化型グリセリルモノステアレート…3.0
f)ポリオキシエチレンセチルエーテル(20E.O.)…1.0
g) 白樺茸（子実体）水抽出物…3.0
ｈ)1,3-ブチレングリコール…5.0
i)水酸化カリウム…0.3
j)防腐剤・酸化防止剤…適量
k)精製水…残部
製法a)～f)までを加熱溶解し、80℃に保つ。g)～k)までを加熱溶解し、
80℃に保ち、a)～f)に加えて乳化し、40℃まで撹拌しながら冷却する。
【００４６】
（２）乳液（重量％）
a)ミツロウ…0.5
b)ワセリン…2.0
c)スクワラン…8.0
d)ソルビタンセスキオレエート…0.8



(7) JP 4918202 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

e)ポリオキシエチレンオレイルエーテル(20E.O.)… 1.2
f)ハラタケ（胞子）50％エタノール水抽出物…2.0
g)1,3-ブチレングリコール…7.0
h)カルボキシビニルポリマー…0.2
i)水酸化カリウム…0.1
j)精製水…残部
k)防腐剤・酸化防止剤…適量
l)エタノール…7.0
製法a)～e)までを加熱溶解し、80℃に保つ。f)～k)までを加熱溶解し、
80℃に保ち、a)～e)に加えて乳化し、50℃まで撹拌しながら冷却する。
50℃でl)を添加し、40℃まで冷却する。
【００４７】
（３）化粧水(重量%)
a)ダミアナ（根）50%エタノール水溶液抽出物…1.0
b)ヒソップ（茎）50%エタノール水溶液抽出物…1.0
c)グリセリン…5.0
d)ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート(20E.O.)…1.0
e)エタノール…6.0
f)香料…適量
g)防腐剤・酸化防止剤…適量
h)精製水…残部
製法a)～h)までを混合し、均一に溶解する。
【００４８】
（３）化粧水(重量%)
a)ローズマリー（全草）水抽出物…1.0
ｂ)グリセリン…5.0
ｃ)ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート(20E.O.)…1.0
ｄ)エタノール…6.0
e)香料…適量
f)防腐剤・酸化防止剤…適量
g)精製水…残部
製法a)～g)までを混合し、均一に溶解する。
【００４９】
（４）パック剤(重量%)
a)クチナシ（花）50%エタノール水溶液抽出物…1.0
b) アガリクス（菌糸）水抽出物…2.0
c)酢酸ビニル樹脂エマルジョン…15.0
d)ポリビニルアルコール…10.0
e)オリーブ油…3.0
f)グリセリン…5.0
g)酸化チタン…8.0
h)カオリン…7.0
i)エタノール…8.0
j)香料…適量
k)防腐剤・酸化防止剤…適量
l)精製水…残部
製法a)～l)までを混合し、よく撹拌、分散させ均一にする。
【００５０】
（４）パック剤(重量%)
a)コーンフラワー（根）50%エタノール水溶液抽出物…1.0
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b)酢酸ビニル樹脂エマルジョン…15.0
c)ポリビニルアルコール…10.0
d)オリーブ油…3.0
e)グリセリン…5.0
f)酸化チタン…8.0
g)カオリン…7.0
h)エタノール…8.0
i)香料…適量
j)防腐剤・酸化防止剤…適量
k)精製水…残部
製法a)～k)までを混合し、よく撹拌、分散させ均一にする。
【００５１】
【効果確認試験】
（１）塗布によるヒトでの効果確認試験
被験者として、２０～５０歳の女性15名に１日２回（朝、夜）連続3ヵ月間、本発明品と
比較品のそれぞれを使用させ、塗布部位の状態を試験前後で比較し、改善効果を調べた。
本試験には、【００４４】で示した化粧料を用い、比較例には【００４４】に示した化粧
料からリリーオブザバリー抽出物を除いて精製水で調製した化粧料を作成し、その塗布に
よる効果について調べた。本発明の有効成分を配合した化粧料を毎日塗布しながら肌のシ
ワの状態を塗布開始前及び3ヶ月塗布後におけるアンケートで集計し、効果の確認を行っ
た。結果は【表３】に示す。
【００５２】
＜判定基準＞
著効：塗布開始前と比較して皮膚のシミ・シワが著しく改善した。
有効：塗布開始前と比較して皮膚のシミ・シワが改善した。
やや有効：塗布開始前と比較して皮膚のシミ・シワが少し改善した。
無効：塗布開始前と比較して変化がなかった。
【００５３】
【表３】からも明らかなように、対照品と比較していずれも高い効果が認められた。
【００５４】
【表３】

【００５５】
【発明の効果】
以上詳述したごとく、本発明の化粧料は、コラゲナーゼ活性抑制効果に優れており、皮膚
のシワの防止に有効である。
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